
JP 2013-102325 A 2013.5.23

10

(57)【要約】
【課題】映像受信装置と映像送信装置との無線接続の切
り替えに掛かる時間をより短縮することができる。
【解決手段】無線通信回路部１０４は表示装置に対して
画像を無線送信する。映像信号処理部１０６は、無線通
信接続を確立した表示装置が有する表示部の設定情報に
基づいて、表示装置に無線送信する画像のフォーマット
を変更する。ＲＯＭ１０２は、表示装置を一意に識別す
る表示装置識別子と、表示装置が有する表示部の設定情
報とを対応付けて記憶する。制御部１０１は、表示装置
と無線通信接続を確立するときにＲＯＭ１０２が表示装
置を一意に識別する表示装置識別子と設定情報とを対応
付けて記憶している場合、表示装置に対して設定情報の
送信要求を行わず、ＲＯＭ１０２が記憶している設定情
報に基づいて映像信号処理部１０６に画像のフォーマッ
トを変更させ、フォーマットが変更された画像を無線通
信回路部１０４に無線送信させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線通信接続を確立してから当該
無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に対して前記画像を時系列的に
無線送信する通信部と、
　前記無線通信接続を確立した前記表示装置が有する前記表示部の設定情報に基づいて、
当該表示装置に無線送信する前記画像のフォーマットを変更する画像変更部と、
　前記表示装置を一意に識別する表示装置識別子と、当該表示装置が有する前記表示部の
設定情報とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記表示装置と前記無線通信接続を確立するときに前記記憶部が当該表示装置を一意に
識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶している場合、当該表示
装置に対して前記設定情報の送信要求を行わず、前記記憶部が記憶している前記設定情報
に基づいて前記画像変更部に前記画像のフォーマットを変更させ、フォーマットが変更さ
れた当該画像を前記通信部に無線送信させる制御部と、
　を有することを特徴とする画像送信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記記憶部が当該表示装置を一意に識別する前記表示装置識別子と前記
設定情報とを対応付けて記憶していない場合、当該表示装置に対して前記設定情報の送信
要求を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像送信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記表示装置と前記無線通信接続を確立するときに前記記憶部が当該表
示装置を一意に識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶していな
い場合、当該表示装置に対して前記設定情報の送信要求を行う
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像送信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記表示装置から前記設定情報を変更したことを示す変更通知情報を前
記通信部が受信した場合、当該表示装置に対して前記設定情報の送信要求を行う
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像送信装置。
【請求項５】
　前記変更通知情報は、前記前記表示装置から送信される接続要求メッセージに含まれる
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像送信装置。
【請求項６】
　通信部が、画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線通信接続を確立し
てから当該無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に対して前記画像を
時系列的に無線送信する通信ステップと、
　画像変更部が、前記無線通信接続を確立した前記表示装置が有する前記表示部の設定情
報に基づいて、当該表示装置に無線送信する前記画像のフォーマットを変更する画像変更
ステップと、
　記憶部が、前記表示装置を一意に識別する表示装置識別子と、当該表示装置が有する前
記表示部の設定情報とを対応付けて記憶する記憶ステップと、
　制御部が、前記表示装置と前記無線通信接続を確立するときに前記記憶部が当該表示装
置を一意に識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶している場合
、当該表示装置に対して前記設定情報の送信要求を行わず、前記記憶部が記憶している前
記設定情報に基づいて前記画像変更部に前記画像のフォーマットを変更させ、フォーマッ
トが変更された当該画像を前記通信部に無線送信させる制御ステップと、
　を含むことを特徴とする画像送信方法。
【請求項７】
　コンピュータを、
　画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線通信接続を確立してから当該



(3) JP 2013-102325 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に対して前記画像を時系列的に
無線送信する通信手段と、
　前記無線通信接続を確立した前記表示装置が有する前記表示部の設定情報に基づいて、
当該表示装置に無線送信する前記画像のフォーマットを変更する画像変更手段と、
　前記表示装置を一意に識別する表示装置識別子と、当該表示装置が有する前記表示部の
設定情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記表示装置と前記無線通信接続を確立するときに前記記憶手段が当該表示装置を一意
に識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶している場合、当該表
示装置に対して前記設定情報の送信要求を行わず、前記記憶手段が記憶している前記設定
情報に基づいて前記画像変更手段に前記画像のフォーマットを変更させ、フォーマットが
変更された当該画像を前記通信手段に無線送信させる制御手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像送信装置、画像送信方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の映像送信装置から送信される映像を選択して映像受信装置に表示する方法
として、映像受信装置と映像送信装置との間に映像信号切替え装置（スイッチャー）を設
け、映像信号切替え装置を制御することで映像受信装置に表示する映像を選択する方法が
知られている。この方法では、映像受信装置と映像信号切り替え装置、および映像送信装
置と映像切り替え装置とをケーブルで接続している。従って、使用する映像受信装置およ
び映像送信装置の台数が増加した場合、ケーブルの配線および映像信号切替え装置の構成
が複雑になるという問題があった。また、映像受信装置および映像送信装置のレイアウト
の変更も迅速に行うことができないという問題があった。
【０００３】
　近年、無線伝送技術の向上により、映像送信装置から映像受信装置に対してハイビジョ
ン映像を無線で伝送することが可能になった。これにより、映像受信装置と映像送信装置
とをケーブルではなく無線通信で接続し、無線接続を切り替えることにより、映像受信装
置に表示する映像を選択する方法が可能になった。
【０００４】
　ハイビジョン映像の伝送インターフェースとして、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉ
ｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が知られている。ＨＤＭＩを用
いる映像送信装置は、映像データを伝送する際に、映像受信装置の能力／仕様を示すＥＤ
ＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）
を読み取ることによって、映像受信装置の能力や仕様に適したフォーマットの映像・音声
信号を伝送することができる。
【０００５】
　映像受信装置と映像送信装置との無線接続を切り替えることで映像受信装置に表示する
映像を選択する映像システムにおいても、映像送信装置は、映像受信装置の能力や仕様に
適したフォーマットの映像・音声信号を送信する必要がある。そこで、映像受信装置は、
ＨＤＭＩで接続されているモニターからＥＤＩＤを読み出し、読み出したＥＤＩＤを所定
のプロトコルで映像送信装置に対して送信する。映像送信装置は、受信したＥＤＩＤに基
づいて、送信する映像データのフォーマットを映像受信装置が表示可能なフォーマットに
変換した後、フォーマット変換後の映像データの送信を開始する。
【０００６】
　図９は、従来知られている映像受信装置と映像送信装置との間のデータの流れを示すシ
ーケンス図である。
　（ステップＳ９０１）映像受信装置は接続処理を開始する。
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　（ステップＳ９０２）接続処理を開始した映像受信装置は、映像送信装置に対して接続
要求メッセージを送信する。
【０００７】
　（ステップＳ９０３）接続要求メッセージを受信した映像送信装置は、接続処理を開始
する。
　（ステップＳ９０４）接続処理を開始した映像送信装置は、接続要求応答メッセージを
映像受信装置に対して送信する。
　（ステップＳ９０５）映像送信装置は、ＥＤＩＤ要求メッセージを映像受信装置に対し
て送信する。
【０００８】
　（ステップＳ９０６）ＥＤＩＤ要求メッセージを受信した映像受信装置は、自装置に接
続されているモニターからＥＤＩＤを読み出す。
　（ステップＳ９０７）映像受信装置は、読み出したＥＤＩＤを映像送信装置に対して送
信する。
【０００９】
　（ステップＳ９０８）映像送信装置は、受信したＥＤＩＤに基づいて映像データのフォ
ーマットを変換する。
　（ステップＳ９０９）映像送信装置は、フォーマット変換後の映像データを映像受信装
置に対して送信する。
【００１０】
　（ステップＳ９１０）映像受信装置は、映像データを受信後、切断要求メッセージを映
像送信装置に対して送信する。
　ステップＳ９１１～ステップＳ９２０の処理は、ステップＳ９０１～ステップＳ９１０
の処理と同様である。
【００１１】
　このように、映像受信装置と映像送信装置とは、接続を行う際にＥＤＩＤの送受信を行
う。また、一度接続した後切断し再度接続する場合（接続を切り換える場合）においても
、映像受信装置と映像送信装置とはＥＤＩＤの送受信を行う。
【００１２】
　なお、ＥＤＩＤはシリアル接続されたＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒ
ａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）に記憶
されている。そのため、映像受信装置がＥＤＩＤを読み出す際には時間が掛かる。また、
映像受信装置から映像送信装置に対してＥＤＩＤＩを送信するための時間も掛かる。従っ
て、映像受信装置と映像送信装置との無線接続の切り替えに時間が掛かるという問題があ
った。
【００１３】
　そこで、ＥＤＩＤの伝送を高速化する方法として、映像受信装置（シンク装置）の第１
の記憶手段（ＥＥＰＲＯＭ）に格納されているＥＤＩＤを、高速に読み出すことが可能な
第２の記憶手段に予め記憶させる。そして、映像受信装置から映像送信装置に対してＥＤ
ＩＤを伝送する場合には、第２の記憶手段からＥＤＩＤを読み出すことにより、ＥＤＩＤ
の伝送を高速化する方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－３５５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来知られている方法では、シリアル接続されたＥＥＰＲＯＭからデー
タを読み出す時間を短縮するこが可能になっているが、読み出したＥＤＩＤを映像受信装
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置から映像送信装置に対して無線送信する時間を短縮することはできず、映像受信装置と
映像送信装置との無線接続の切り替えに時間が掛かるという問題があった。
【００１６】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、映像受信装置と映像送信装置
との無線接続の切り替えに掛かる時間をより短縮することができる画像送信装置、画像送
信方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線通信接続を確立し
てから当該無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に対して前記画像を
時系列的に無線送信する通信部と、前記無線通信接続を確立した前記表示装置が有する前
記表示部の設定情報に基づいて、当該表示装置に無線送信する前記画像のフォーマットを
変更する画像変更部と、前記表示装置を一意に識別する表示装置識別子と、当該表示装置
が有する前記表示部の設定情報とを対応付けて記憶する記憶部と、前記表示装置と前記無
線通信接続を確立するときに前記記憶部が当該表示装置を一意に識別する前記表示装置識
別子と前記設定情報とを対応付けて記憶している場合、当該表示装置に対して前記設定情
報の送信要求を行わず、前記記憶部が記憶している前記設定情報に基づいて前記画像変更
部に前記画像のフォーマットを変更させ、フォーマットが変更された当該画像を前記通信
部に無線送信させる制御部と、を有することを特徴とする画像送信装置である。
【００１８】
　また、本発明の画像送信装置において、前記制御部は、前記記憶部が当該表示装置を一
意に識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶していない場合、当
該表示装置に対して前記設定情報の送信要求を行うことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の画像送信装置において、前記制御部は、前記表示装置と前記無線通信接
続を確立するときに前記記憶部が当該表示装置を一意に識別する前記表示装置識別子と前
記設定情報とを対応付けて記憶していない場合、当該表示装置に対して前記設定情報の送
信要求を行うことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の画像送信装置において、前記制御部は、前記表示装置から前記設定情報
を変更したことを示す変更通知情報を前記通信部が受信した場合、当該表示装置に対して
前記設定情報の送信要求を行うことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の画像送信装置において、前記変更通知情報は、前記前記表示装置から送
信される接続要求メッセージに含まれることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明は、通信部が、画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線
通信接続を確立してから当該無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に
対して前記画像を時系列的に無線送信する通信ステップと、画像変更部が、前記無線通信
接続を確立した前記表示装置が有する前記表示部の設定情報に基づいて、当該表示装置に
無線送信する前記画像のフォーマットを変更する画像変更ステップと、記憶部が、前記表
示装置を一意に識別する表示装置識別子と、当該表示装置が有する前記表示部の設定情報
とを対応付けて記憶する記憶ステップと、制御部が、前記表示装置と前記無線通信接続を
確立するときに前記記憶部が当該表示装置を一意に識別する前記表示装置識別子と前記設
定情報とを対応付けて記憶している場合、当該表示装置に対して前記設定情報の送信要求
を行わず、前記記憶部が記憶している前記設定情報に基づいて前記画像変更部に前記画像
のフォーマットを変更させ、フォーマットが変更された当該画像を前記通信部に無線送信
させる制御ステップと、を含むことを特徴とする画像送信方法である。
【００２３】
　また、本発明は、コンピュータを、画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置
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と無線通信接続を確立してから当該無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示
装置に対して前記画像を時系列的に無線送信する通信手段と、前記無線通信接続を確立し
た前記表示装置が有する前記表示部の設定情報に基づいて、当該表示装置に無線送信する
前記画像のフォーマットを変更する画像変更手段と、前記表示装置を一意に識別する表示
装置識別子と、当該表示装置が有する前記表示部の設定情報とを対応付けて記憶する記憶
手段と、前記表示装置と前記無線通信接続を確立するときに前記記憶手段が当該表示装置
を一意に識別する前記表示装置識別子と前記設定情報とを対応付けて記憶している場合、
当該表示装置に対して前記設定情報の送信要求を行わず、前記記憶手段が記憶している前
記設定情報に基づいて前記画像変更手段に前記画像のフォーマットを変更させ、フォーマ
ットが変更された当該画像を前記通信手段に無線送信させる制御手段と、して機能させる
ためのプログラムである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、通信部は、画像を時系列的に表示する表示部を有する表示装置と無線
通信接続を確立してから当該無線通信接続が切断される時点までの間に、当該表示装置に
対して前記画像を時系列的に無線送信する。また、画像変更部は、無線通信接続を確立し
た表示装置が有する表示部の設定情報に基づいて、当該表示装置に無線送信する画像のフ
ォーマットを変更する。また、記憶部は、表示装置を一意に識別する表示装置識別子と、
当該表示装置が有する表示部の設定情報とを対応付けて記憶する。また、制御部は、表示
装置と無線通信接続を確立するときに記憶部が当該表示装置を一意に識別する表示装置識
別子と設定情報とを対応付けて記憶している場合、当該表示装置に対して設定情報の送信
要求を行わず、記憶部が記憶している設定情報に基づいて画像変更部に画像のフォーマッ
トを変更させ、フォーマットが変更された当該画像を通信部に無線送信させる。
【００２５】
　これにより、表示部の設定情報を取得する処理を省略することができるため、映像受信
装置と映像送信装置との無線接続の切り替えに掛かる時間をより短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態における映像送信装置の構成を示したブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態における映像受信装置の構成を示したブロック図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態における接続装置リストのデータ構造を示した概略図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施形態における映像送信装置の動作手順を示したフローチャー
トである。
【図５】本発明の第１の実施形態における映像受信装置の動作手順を示したフローチャー
トである。
【図６】本発明の第２の実施形態におけるＥＤＩＤ変更リストのデータ構造を示した概略
図である。
【図７】本発明の第２の実施形態における映像送信装置の動作手順を示したフローチャー
トである。
【図８】本発明の第２の実施形態における映像受信装置の動作手順を示したフローチャー
トである。
【図９】従来知られている映像受信装置と映像送信装置との間のデータの流れを示すシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について図面を参照して説明する。はじめに、映像送信
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装置の構成について説明する。図１は、本実施形態における映像送信装置の構成を示した
ブロック図である。図示する例では、映像送信装置１００は、制御部１０１と、ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２（記憶部）と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３と、無線通信回路部１０４（通信部）と、アンテナ１０
５と、映像信号処理部１０６（画像変更部）と、操作部１０７とを備えている。また、図
示するように、映像送信装置１００が備える各部は相互に接続されている。
【００２８】
　また、図示する例では、映像送信装置１００は、映像データを供給する映像データ供給
装置１１０と接続している。なお、図示する例では、映像データ供給装置１１０は映像送
信装置１００とは異なる装置であるが、これに限らない。例えば、映像送信装置１００は
、映像データ供給装置１１０を備えていてもよい。
【００２９】
　制御部１０１は、ＲＯＭ１０２に格納されているプログラムに従って動作し、映像送信
装置１００が備える各部の制御を行う。ＲＯＭ１０２はＦｌａｓｈＲＯＭ（フラッシュロ
ム）等の書き換え可能な不揮発メモリであり、制御部１０１を動作させるためのプログラ
ムや、接続装置リストや、通信設定パラメータなどの各種設定情報などを記憶する。ＲＡ
Ｍ１０３は一次記憶メモリであり、制御部１０１の演算等に使用するワークエリアや、各
種設定等を一時的に格納するエリアとして使用される。
【００３０】
　無線通信回路部１０４は、アンテナ１０５を介して他の装置と無線通信を行う。具体的
な構成としては、無線通信回路部１０４は、無線通信に必要な高周波回路部と、符号化・
復号化回路部と無線通信時のバッファデータを記憶するバッファメモリ等から構成され、
アンテナ１０５が接続されている。なお、本実施形態では、無線通信回路部１０４は、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１などの所定の無線方式を用いて無線通信を行う。
【００３１】
　映像信号処理部１０６は、映像データ供給装置１１０から入力される映像データの形式
を、映像受信装置に接続されているモニター部が表示できる形式に変更する。また、映像
信号処理部１０６は、形式を変更した映像データを所定の方式で圧縮処理し、圧縮した映
像データを無線通信回路部１０４に対して出力する。操作部１０７は、電源スイッチや、
操作スイッチや、設定スイッチ等の複数のスイッチを備え、これらのスイッチの状態及び
状態変化を電気信号に変換して制御部１０１に対して出力する。また、操作部１０７は、
映像受信端末との接続状態および通信状態を報知する複数のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を備えている。
【００３２】
　映像データ供給装置１１０は、ビデオカメラやＤＶＤプレイヤー等の映像データを供給
するデバイスであり、ＨＤＭＩまたはＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）等の映像インターフェースを介して映像信号処理部１０６と接続している。
図示する例では映像データ供給装置１１０と映像送信装置１００とは別筐体であり、映像
インターフェースを介して接続されているが、上述した通りこれに限らす、映像送信装置
１００内に映像データ供給装置１１０を設け、映像データ供給装置１１０と像信号処理部
１０６とを接続する構成としてもよい。
【００３３】
　なお、本発明において、例えば、通信部（通信手段）（例えば、図１の無線通信回路部
１０４）と、画像変更部（画像変更手段）（例えば、図１の映像信号処理部１０６）と、
記憶部（記憶手段）（例えば、図１のＲＯＭ１０２）と、制御部（制御手段）（例えば、
図１の制御部１０１）とは必須の構成要件である。
【００３４】
　次に、映像受信装置の構成について説明する。図２は、本実施形態における映像受信装
置の構成を示したブロック図である。図示する例では、映像受信装置２００は、制御部２
０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と。無線通信回路部２０４と、アンテナ２０５と



(8) JP 2013-102325 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

、映像信号処理部２０６と、操作部２０７とを備えている。また、図示するように、映像
受信装置２００が備える各部は相互に接続されている。
【００３５】
　また、図示する例では、映像受信装置２００は、映像データを表示するモニター部２１
０と接続している。なお、図示する例では、モニター部２１０は映像受信装置２００とは
異なる装置であるが、これに限らない。例えば、映像受信装置２００はモニター部２１０
を備えていてもよい。
【００３６】
　制御部２０１は、ＲＯＭ２０２に格納されているプログラムに従って動作し、映像受信
装置２００が備える各部の制御を行う。ＲＯＭ２０２はＦｌａｓｈＲＯＭ等の書き換え可
能な不揮発メモリであり、制御部２０１を動作させるためのプログラムや、通信設定パラ
メータなどの各種設定情報などを記憶する。ＲＡＭ２０３は一次記憶メモリであり、制御
部２０１の演算等に使用するワークエリアや、各種設定等を一時的に格納するエリアとし
て使用される。
【００３７】
　無線通信回路部２０４は、アンテナ２０５を介して他の装置と無線通信を行う。具体的
な構成としては、無線通信回路部２０４は、無線通信に必要な高周波回路部と、符号化・
復号化回路部と無線通信時のバッファデータを記憶するバッファメモリ等から構成され、
アンテナ２０５が接続されている。なお、本実施形態では、無線通信回路部２０４は、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１などの所定の無線方式を用いて無線通信を行う。
【００３８】
　映像信号処理部２０６は、無線通信回路部２０４が受信した、圧縮された映像データを
伸張した後、ＨＤＭＩやＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）等の映像信号に変換し、モニター部２１０に対して出力する
。操作部２０７は、電源スイッチや、操作スイッチや、設定スイッチ等の複数のスイッチ
を備え、これらのスイッチの状態及び状態変化を電気信号に変換して制御部２０１に対し
て出力する。また、操作部２０７は、映像送信装置１００との接続状態および通信状態を
報知する複数のＬＥＤを備えている。また、操作部２０７は、映像受信装置２００の接続
先の映像送信装置１００を切り換える際には、モニター部２１０に表示される映像送信装
置１００のリストから、接続先として選択する映像送信装置１００を指示する入力手段と
して動作する。
【００３９】
　モニター部２１０は、例えば液晶ディスプレイ等の表示装置である。モニター部２１０
は、液晶表示装置およびその制御回路から構成され、映像送信装置１００から送信される
映像データの表示を行うとともに、映像受信装置２００と映像送信装置１００との無線接
続の状態を報知する表示手段とし動作する。また、モニター部２１０は、ＥＤＩＤ記憶部
を備えている。ＥＤＩＤ記憶部２１１は、モニター部２１０の能力／仕様を示すＥＤＩＤ
を記憶するメモリである。
【００４０】
　次に、映像送信装置１００のＲＯＭ１０２が記憶する接続装置リストについて説明する
。図３は、本実施形態における映像送信装置１００のＲＯＭ１０２が記憶する接続装置リ
ストのデータ構造を示した概略図である。接続装置リストは、「ＭＡＣアドレス（Ｍｅｄ
ｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｄｄｒｅｓｓ）」と、「装置名」と、「ＥＤＩ
Ｄ」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関連付けて記憶する。
【００４１】
　データ項目「ＭＡＣアドレス」は、映像受信装置２００（無線通信回路部２０４）を一
意に特定する情報であるＭＡＣアドレスを記憶する。データ項目「装置名」は、同一の行
のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映
像受信装置２００の装置名を記憶する。データ項目「ＥＤＩＤ」は、同一の行のデータ項
目「ＭＡＣアドレス」に記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映像受信装置
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２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤを記憶する。
【００４２】
　図示する例では、行１０１のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されている値が「Ｍ
ＡＣ＿０１Ｒ」であり、データ項目「装置名」に記憶されている値が「映像受信装置１」
であり、データ項目「ＥＤＩＤ」に記憶されている値が「ＥＤＩＤ＿０１」である。これ
は、ＭＡＣアドレス「ＭＡＣ＿０１」で一意に特定される映像受信装置２００の装置名は
「映像受信装置１」であり、ＭＡＣアドレス「ＭＡＣ＿０１」で一意に特定される映像受
信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤは「ＥＤＩＤ＿０１」である
ことを示している。なお、他の行については図示するとおりである。
【００４３】
　次に、映像送信装置１００の動作について説明する。図４は、本実施形態における映像
送信装置１００の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ３０１）制御部１０１は、映像送信装置１００の電源が投入された場合、
映像送信装置１００が備える各部を初期化する。その後、ステップＳ３０２の処理に進む
。
【００４４】
　（ステップＳ３０２）映像送信装置１００は、映像受信装置２００から送信される接続
要求メッセージを無線通信回路部１０４が受信するまで処理を待機する。そして、映像受
信装置２００から送信される接続要求メッセージを無線通信回路部１０４が受信した場合
、ステップＳ３０３の処理に進む。具体的には、無線通信回路部１０４は、映像受信装置
２００から接続要求メッセージが送信された場合、この接続要求メッセージを受信する。
制御部１０１は、映像受信装置２００から送信される接続要求メッセージを無線通信回路
部１０４が受信したか否かを判定する。そして、接続要求メッセージを受信したと制御部
１０１が判定した場合にはステップＳ３０３の処理に進み、それ以外の場合にはステップ
Ｓ３０２の処理を再度実行する。なお、接続要求メッセージには、接続要求メッセージを
送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと装置名とが含まれている。映像送信装置
１００の制御部１０１は、接続要求メッセージから、接続要求メッセージを送信した映像
受信装置２００のＭＡＣアドレスと装置名とを取得する。
【００４５】
　（ステップＳ３０３）制御部１０１は、無線通信回路部１０４を介して、接続要求応答
メッセージを映像受信装置２００に対して送信する。その後、ステップＳ３０４の処理に
進む。ステップＳ３０２～ステップＳ３０３の処理を実行することで、映像送信装置１０
０は、映像受信装置２００と無線通信接続を確立する。
【００４６】
　（ステップＳ３０４）制御部１０１は、ステップＳ３０２の処理で取得した、接続要求
メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスが、ＲＯＭ１０２が記憶する
接続装置リストに含まれているか否かを判定する。接続要求メッセージを送信した映像受
信装置２００のＭＡＣアドレスが接続装置リストに含まれていると制御部１０１が判定し
た場合にはステップＳ３０５の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ３０６の処理
に進む。
【００４７】
　（ステップＳ３０５）制御部１０１は、接続要求メッセージを送信した映像受信装置２
００のＭＡＣアドレスと関連付けて記憶されているＥＤＩＤを、ＲＯＭ１０２が記憶する
接続装置リストから読み出す。その後、ステップＳ３１１の処理に進む。
【００４８】
　（ステップＳ３０６）制御部１０１は、無線通信回路部１０４を介して、ＥＤＩＤ要求
メッセージを映像受信装置２００に対して送信する。その後、ステップＳ３０７の処理に
進む。
　（ステップＳ３０７）無線通信回路部１０４は、映像受信装置２００に接続されている
モニター部２１０のＥＤＩＤが映像受信装置２００から送信された場合、このＥＤＩＤを
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受信する。制御部１０１は、映像受信装置２００から送信されるＥＤＩＤを無線通信回路
部１０４が受信したか否かを判定する。映像受信装置２００に接続されているモニター部
２１０のＥＤＩＤを受信したと制御部１０１が判定した場合にはステップＳ３０８の処理
に進み、それ以外の場合にはステップＳ３０９の処理に進む。
　（ステップＳ３０８）制御部１０１は、ステップＳ３０２の処理で取得した、接続要求
メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと装置名と、ステップＳ３０
７の処理で取得した、接続要求メッセージを送信した映像受信装置２００に接続されてい
るモニター部２１０のＥＤＩＤとを関連付けて、ＲＯＭ１０２が記憶する接続装置リスト
に記憶させる。その後、ステップＳ３１１の処理に進む。
【００４９】
　（ステップＳ３０９）制御部１０１は、ステップＳ３０６の処理でＥＤＩＤ要求メッセ
ージを送信してから所定時間経過したか否かを判定する。ステップＳ３０６の処理でＥＤ
ＩＤ要求メッセージを送信してから所定時間経過したと制御部１０１が判定した場合には
ステップＳ３１０の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ３０７の処理に戻る。な
お、所定時間は予め決定していてもよく、任意に設定できるようにしてもよい。
　（ステップＳ３１０）制御部１０１は、接続エラー表示を行う。その後、ステップＳ３
０２の処理に戻る。
【００５０】
　（ステップＳ３１１）制御部１０１は、ステップＳ３０５またはステップＳ３０７取得
した、接続要求メッセージを送信した映像受信装置２００に接続されているモニター部２
１０のＥＤＩＤに基づいて、送信する映像データの形式（フォーマット）を、このモニタ
ー部２１０が表示することができる形式と決定する。その後、ステップＳ３１２の処理に
進む。例えば、変更前の映像データの形式は、１９２０×１０８０（６０Ｈｚ）であり、
変更後の映像データの形式は、１２８０×７２０（６０Ｈｚ）である。
【００５１】
　（ステップＳ３１２）映像送信装置１００は、接続要求メッセージを送信した映像受信
装置２００に対して、ステップＳ３１１の処理で決定した形式に変更した映像データの送
信処理を開始する。その後、ステップＳ３１３の処理に進む。具体的には、映像信号処理
部１０６は、映像データ供給装置１１０から映像データを取得し、取得した映像データの
形式をステップＳ３１１の処理で決定した形式に変更する。また、映像信号処理部１０６
は、形式を変更した映像データを所定の方式で圧縮処理し、圧縮した映像データを無線通
信回路部１０４に対して出力する。無線通信回路部１０４は、接続要求メッセージを送信
した映像受信装置２００に対して、映像信号処理部１０６から入力された映像データを送
信する。
【００５２】
　（ステップＳ３１３）無線通信回路部１０４は、映像受信装置２００から切断要求メッ
セージが送信された場合、この切断要求メッセージを受信する。制御部１０１は、映像受
信装置２００から送信される切断要求メッセージを無線通信回路部１０４が受信したか否
かを判定する。切断要求メッセージを受信したと制御部１０１が判定した場合にはステッ
プＳ３１６の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ３１４の処理に進む。
【００５３】
　（ステップＳ３１４）映像送信装置１００のユーザーは、映像データの送信を停止させ
る場合、操作部１０７を操作して切断指示を入力する。制御部１０１は、操作部１０７が
切断指示の入力を受け付けたか否かを判定する。切断指示の入力を受け付けたと制御部１
０１が判定した場合にはステップＳ３１５の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ
３１７の処理に進む。
【００５４】
　（ステップＳ３１５）制御部１０１は、無線通信回路部１０４を介して、切断要求メッ
セージを映像受信装置２００に対して送信する。その後、ステップＳ３１６の処理に進む
。



(11) JP 2013-102325 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

　（ステップＳ３１６）制御部１０１は、映像信号処理部１０６と無線通信回路部１０４
との動作を停止させ、映像データの送信処理を終了させる。その後、ステップＳ３０２の
処理に戻る。
【００５５】
　（ステップＳ３１７）無線通信回路部１０４は、映像受信装置２００からＥＤＩＤが送
信された場合、このＥＤＩＤを受信する。制御部１０１は、映像受信装置２００から送信
されるＥＤＩＤを無線通信回路部１０４が受信したか否かを判定する。ＥＤＩＤを受信し
たと制御部１０１が判定した場合にはステップＳ３１８の処理に進み、それ以外の場合に
はステップＳ３１３の処理に戻る。
【００５６】
　（ステップＳ３１８）制御部１０１は、映像信号処理部１０６と無線通信回路部１０４
との動作を停止させ、映像データの送信処理を終了させる。その後、ステップＳ３１９の
処理に進む。
【００５７】
　（ステップＳ３１９）制御部１０１は、既に記憶されている、ステップＳ３０２の処理
で取得した、接続要求メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと、こ
のＭＡＣアドレスと関連付けて記憶されている装置名とＥＤＩＤとを、ＲＯＭ１０２が記
憶する接続装置リストから消去する。その後、制御部１０１は、ステップＳ３０２の処理
で取得した、接続要求メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと装置
名と、ステップＳ３１７の処理で取得した、接続要求メッセージを送信した映像受信装置
２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤとを関連付けて、ＲＯＭ１０２が記
憶する接続装置リストに記憶させる。その後、ステップＳ３２０の処理に進む。なお、Ｍ
ＡＣアドレスと装置名とＥＤＩＤとを消去し、新たにＭＡＣアドレスと装置名とＥＤＩＤ
とを記憶させるのではなく、ステップＳ３１７で取得したＥＤＩＤを上書きするようにし
てもよい。
【００５８】
　（ステップＳ３２０）制御部１０１は、ステップＳ３１７の処理で取得した、接続要求
メッセージを送信した映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤ
に基づいて、送信する映像データの形式（フォーマット）を、このモニター部２１０が表
示することができる形式と決定する。その後、ステップＳ３２１の処理に進む。
【００５９】
　（ステップＳ３２１）映像送信装置１００は、接続要求メッセージを送信した映像受信
装置２００に対して、ステップＳ３２０の処理で決定した形式に変更した映像データの送
信処理を開始する。その後、ステップＳ３１３の処理に戻る。
【００６０】
　なお、特許請求の範囲に記載の通信ステップは、例えばステップＳ３０２，Ｓ３０３，
Ｓ３２１の処理に相当する。また、特許請求の範囲に記載の画像変更ステップは、例えば
ステップＳ３１１，Ｓ３２０の処理に相当する。また、特許請求の範囲に記載の記憶ステ
ップは、例えばステップＳ３０６～Ｓ３０８，Ｓ３１７，Ｓ３１９の処理に相当する。ま
た、特許請求の範囲に記載の制御ステップは、例えばステップＳ３０４，Ｓ３０５，Ｓ３
１２の処理に相当する。また、本発明において、例えば、図４のステップＳ３０２～Ｓ３
０８，Ｓ３１１，Ｓ３１２，Ｓ３１７，Ｓ３１９～Ｓ３２１の処理は必須の構成要件であ
る。
【００６１】
　次に、映像送信装置２００の動作について説明する。図５は、本実施形態における映像
受信装置２００の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ４０１）制御部１０１は、映像受信装置２００の電源が投入された場合、
映像受信装置２００が備える各部を初期化する。その後、ステップＳ４０２の処理に進む
。
【００６２】
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　（ステップＳ４０２）映像受信装置２００のユーザーは、映像受信装置２００と接続す
る映像送信装置１００を選択する場合、操作部２０７を操作して接続する映像受信装置２
００の選択指示を入力する。制御部２０１は、操作部２０７が選択指示の入力を受け付け
たか否かを判定する。選択指示の入力を受け付けたと制御部２０１が判定した場合にはス
テップＳ４０３の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４０２の処理を再度実行す
る。
【００６３】
　（ステップＳ４０３）制御部２０１は、無線通信回路部２０４を介して、ステップＳ４
０３の処理で操作部２０７が入力を受け付けた選択指示に基づいて、ユーザーに選択され
た映像送信装置１００に対して接続要求メッセージを送信する。その後、ステップＳ４０
４の処理に進む。
　（ステップＳ４０４）無線通信回路部２０４は、映像送信装置１００から接続要求応答
メッセージが送信された場合、この接続要求応答メッセージを受信する。制御部２０１は
、映像送信装置１００から送信される接続要求応答メッセージを無線通信回路部２０４が
受信したか否かを判定する。接続要求応答メッセージを受信したと制御部２０１が判定し
た場合にはステップＳ４０７の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４０５の処理
に進む。
【００６４】
　（ステップＳ４０５）制御部２０１は、ステップＳ４０３の処理で接続要求メッセージ
を送信してから所定時間経過したか否かを判定する。ステップＳ４０３の処理で接続要求
メッセージを送信してから所定時間経過したと制御部２０１が判定した場合にはステップ
Ｓ４０６の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４０４の処理に戻る。なお、所定
時間は予め決定していてもよく、任意に設定できるようにしてもよい。
　（ステップＳ４０６）制御部２０１は、接続エラー表示を行う。その後、ステップＳ４
０２の処理に戻る。
【００６５】
　（ステップＳ４０７）無線通信回路部２０４は、映像送信装置１００からＥＤＩＤ要求
メッセージが送信された場合、このＥＤＩＤ要求メッセージを受信する。制御部２０１は
、映像送信装置１００から送信されるＥＤＩＤ要求メッセージを無線通信回路部２０４が
受信したか否かを判定する。ＥＤＩＤ要求メッセージを受信したと制御部２０１が判定し
た場合にはステップＳ４０８の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４０９の処理
に進む。
【００６６】
　（ステップＳ４０８）制御部２０１は、モニター部２１０が備えるＥＤＩＤ記憶部２１
１から、モニター部２１０のＥＤＩＤを読み出す。そして、制御部２０１は、無線通信回
路部２０４を介して、モニター部２１０のＥＤＩＤを映像送信装置１００に対して送信す
る。その後、ステップＳ４１２の処理に進む。
【００６７】
　（ステップＳ４０９）無線通信回路部２０４は、映像送信装置１００から映像データが
送信された場合、この映像データを受信する。制御部２０１は、映像送信装置１００から
送信される映像データを無線通信回路部２０４が受信したか否かを判定する。映像データ
を受信したと制御部２０１が判定した場合にはステップＳ４１２の処理に進み、それ以外
の場合にはステップＳ４１０の処理に進む。
【００６８】
　（ステップＳ４１０）制御部２０１は、ステップＳ４０４の処理で接続要求応答メッセ
ージを受信したと判定してから所定時間経過したか否かを判定する。ステップＳ４０４の
処理で接続要求応答メッセージを受信してから所定時間経過したと制御部２０１が判定し
た場合にはステップＳ４１１の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４０７の処理
に戻る。なお、所定時間は予め決定していてもよく、任意に設定できるようにしてもよい
。
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　（ステップＳ４１１）制御部２０１は、接続エラー表示を行う。その後、ステップＳ４
０２の処理に戻る。
【００６９】
　（ステップＳ４１２）映像受信装置２００は、映像送信装置１００から送信される映像
データの受信処理を開始する。その後、ステップＳ４１３の処理に進む。具体的には、無
線通信回路部２０４は、映像送信装置１００から送信される映像データを受信する。映像
信号処理部２０６は、無線通信回路部２０４が受信した、圧縮された映像データを伸張し
た後、ＨＤＭＩやＮＴＳＣ等の映像信号に変換し、モニター部２１０に対して出力する。
モニター部２１０は、映像信号処理部２０６から入力された映像信号に基づいた画像を表
示する。
【００７０】
　（ステップＳ４１３）無線通信回路部２０４は、映像送信装置１００から切断要求メッ
セージが送信された場合、この切断要求メッセージを受信する。制御部２０１は、映像送
信装置１００から送信される切断要求メッセージを無線通信回路部２０４が受信したか否
かを判定する。切断要求メッセージを受信したと制御部２０１が判定した場合にはステッ
プＳ４１６の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ４１４の処理に進む。
【００７１】
　（ステップＳ４１４）映像受信装置２００のユーザーは、映像データの受信を停止させ
る場合、操作部２０７を操作して切断指示を入力する。制御部２０１は、操作部２０７が
切断指示の入力を受け付けたか否かを判定する。切断指示の入力を受け付けたと制御部２
０１が判定した場合にはステップＳ４１５の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ
４１７の処理に進む。
【００７２】
　（ステップＳ４１５）制御部２０１は、無線通信回路部２０４を介して、切断要求メッ
セージを映像送信装置１００に対して送信する。その後、ステップＳ４１６の処理に進む
。
　（ステップＳ４１６）制御部２０１は、無線通信回路部２０４と映像信号処理部２０６
との動作を停止させ、映像データの受信処理を終了させる。その後、ステップＳ４０２の
処理に戻る。
【００７３】
　（ステップＳ４１７）映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０の設定が
変更された場合や、接続されているモニター部２１０が取り替えられた場合、モニター部
２１０の能力／仕様も異なるため、モニター部２１０のＥＤＩＤ記憶部２１１が記憶する
ＥＤＩＤも変更される。制御部２０１は、ＥＤＩＤ記憶部２１１が記憶するＥＤＩＤを読
み出し、ステップＳ４０８の処理で読み出したＥＤＩＤと異なっているか否かを判定する
。すなわち、ＥＤＩＤが変化したか否かを判定する。ステップＳ４０８の処理で読み出し
たＥＤＩＤと異なっていると制御部２０１が判定した場合にはステップＳ４１８の処理に
進み、それ以外の場合にはステップＳ４１３の処理に戻る。
【００７４】
　上述した処理を実行することで、映像送信装置１００は、初めて通信接続を確立した映
像受信装置２００に対してはＥＤＩＤ要求を送信し、この映像受信装置２００に接続され
ているモニター部２１０のＥＤＩＤを取得することができる。そして、映像送信装置１０
０は、この映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと装置名と、この映像受信装置２００に
接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤとを関連付けて接続装置リストに記憶するこ
とができる。
【００７５】
　また、映像送信装置１００は、映像受信装置２００と再度通信接続を確立した場合には
、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤを接続装置リストに
記憶しているため、ＥＤＩＤ要求メッセージを送信することなく、接続装置リストからＥ
ＤＩＤを取得する。そして、映像送信装置１００は、接続装置リストから取得したＥＤＩ
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Ｄに基づいて、送信する映像データの形式を、このモニター部２１０が表示することがで
きる形式と決定する。また、映像送信装置１００は、映像受信装置２００に対して、ＥＤ
ＩＤに基づいて決定した形式に変更した映像データの送信処理を開始する。これにより、
ＥＤＩＤの要求処理を省略することができ、ＥＤＩＤを取得するまでの時間を短縮するこ
とができるため、映像データの送信開始までの接続切り替え時間を短縮することができる
。
【００７６】
　また、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０の設定が変更された場合
や、接続されているモニター部２１０が取り替えられた場合、モニター部２１０の能力／
仕様も異なるためＥＤＩＤも変更される。映像受信装置２００は、モニター部２１０のＥ
ＤＩＤ記憶部２１１が記憶するＥＤＩＤが変更された場合、変更後のＥＤＩＤを映像送信
装置１００に対して送信する。これにより、映像受信装置２００に接続されているモニタ
ー部２１０の設定が変更された場合や、接続されているモニター部２１０が取り替えられ
た場合においても、映像送信装置１００は、映像データを、変更後のモニター部２１０が
再生可能な形式に変更して送信することができる。
【００７７】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態における
映像送信装置１００の構成は、第１の実施形態における映像送信装置１００と同様の構成
である。また、本実施形態における映像受信装置２００の構成は、第１の実施形態におけ
る映像受信装置２００の構成と同様の構成である。
【００７８】
　映像送信装置１００と映像受信装置２００とが一度通信接続を確立した後、接続を切断
し、再度通信接続を確立するまでに、映像受信装置２００に接続されているモニター部２
１０の設定が変更された場合や、接続されているモニター部２１０が取り替えられた場合
、映像送信装置１００のＲＯＭ１０２の接続装置リストに記憶されているＥＤＩＤと、映
像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤとが異なる可能性がある
。そのため、映像送信装置１００と映像受信装置２００とが再度通信接続を確立した場合
、映像送信装置１００は、モニター部２１０が表示することができない映像データを映像
受信装置２００に対して送信する可能性がある。
【００７９】
　このＥＤＩＤの不整合を防ぐために、本実施形態では、映像受信装置２００のＲＯＭ２
０２は、ＥＤＩＤ変更リストを記憶する。図６は、本実施形態における映像受信装置２０
０のＲＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストのデータ構造を示した概略図である。Ｅ
ＤＩＤ変更リストは、「ＭＡＣアドレス」と、「装置名」と、「ＥＤＩＤ更新フラグ」と
のデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関連付けて記憶する。映像受
信装置２００が無線接続を確立した映像送信装置１００毎に、ＭＡＣアドレスとＥＤＩＤ
変更フラグとが記憶される。
【００８０】
　データ項目「ＭＡＣアドレス」は、映像送信装置１００（無線通信回路部１０４）を一
意に特定する情報であるＭＡＣアドレスを記憶する。データ項目「装置名」は、同一の行
のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映
像送信装置１００の装置名を記憶する。データ項目「ＥＤＩＤ更新フラグ」は、同一の行
のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映
像送信装置１００との無線接続が切断された後、映像受信装置２００に接続されているモ
ニター部２１０のＥＤＩＤが変更されたか否かを示す変更フラグを記憶する。
【００８１】
　ＥＤＩＤ変更フラグ「０」は、同一の行のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されて
いるＭＡＣアドレスで一意に特定される映像送信装置１００との無線接続が切断された後
、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが変更されていない
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ことを示す。また、ＥＤＩＤ変更フラグ「１」は、同一の行のデータ項目「ＭＡＣアドレ
ス」に記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映像送信装置１００との無線接
続が切断された後、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが
変更されたことを示す。
【００８２】
　本実施形態では、映像送信装置１００との無線接続が切断された後、映像受信装置２０
０に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが変更された場合、制御部２０１は、こ
の映像送信装置１００を一意に特定するＭＡＣアドレスと装置名と、ＥＤＩＤ変更フラグ
「１」とを関連付けてＲＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストに記憶させる。また、
ＲＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストに、ＥＤＩＤ変更フラグ「１」と関連付けて
記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定される映像送信装置１００と映像受信装置２
００とが再度無線接続を確立し、この映像送信装置１００に対してＥＤＩＤを送信した場
合、制御部２０１は、このＥＤＩＤ変更フラグを「０」に変更する。これにより、ＥＤＩ
Ｄ変更フラグを参照することで、映像受信装置２００と映像送信装置１００とが通信接続
を確立した後、接続を切断し、再度通信接続を確立するまでに、映像受信装置２００に接
続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが変更されたか否かを判定することができる。
【００８３】
　図示する例では、行２０１のデータ項目「ＭＡＣアドレス」に記憶されている値が「Ｍ
ＡＣ＿０１Ｔ」であり、データ項目「装置名」に記憶されている値が「映像送信装置１」
であり、データ項目「ＥＤＩＤ更新フラグ」に記憶されている値が「１」である。これは
、ＭＡＣアドレス「ＭＡＣ＿０１Ｔ」で一意に特定される映像送信装置１００の装置名は
「映像送信装置１」であり、ＭＡＣアドレス「ＭＡＣ＿０１Ｔ」で一意に特定される映像
送信装置１００との無線接続が切断された後、映像受信装置２００に接続されているモニ
ター部２１０のＥＤＩＤが変更されたことを示している。なお、他の行については図示す
るとおりである。
【００８４】
　次に、映像送信装置１００の動作について説明する。図７は、本実施形態における映像
送信装置１００の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ７０１）制御部１０１は、映像送信装置１００の電源が投入された場合、
映像送信装置１００が備える各部を初期化する。その後、ステップＳ７０２の処理に進む
。
【００８５】
　（ステップＳ７０２）映像送信装置１００は、映像受信装置２００から送信される接続
要求メッセージを無線通信回路部１０４が受信するまで処理を待機する。そして、映像受
信装置２００から送信される接続要求メッセージを無線通信回路部１０４が受信した場合
、ステップＳ７０３の処理に進む。具体的には、無線通信回路部１０４は、映像受信装置
２００から接続要求メッセージが送信された場合、この接続要求メッセージを受信する。
制御部１０１は、映像受信装置２００から送信される接続要求メッセージを無線通信回路
部１０４が受信したか否かを判定する。そして、接続要求メッセージを受信したと制御部
１０１が判定した場合にはステップＳ７０３の処理に進み、それ以外の場合にはステップ
Ｓ７０２の処理を再度実行する。なお、接続要求メッセージには、接続要求メッセージを
送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと、装置名と、ＥＤＩＤ更新フラグとが含
まれている。映像送信装置１００の制御部１０１は、接続要求メッセージから、接続要求
メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスと、装置名と、ＥＤＩＤ更新
フラグとを取得する。
【００８６】
　（ステップＳ７０３）制御部１０１は、無線通信回路部１０４を介して、接続要求応答
メッセージを映像受信装置２００に対して送信する。その後、ステップＳ７０４の処理に
進む。
　（ステップＳ７０４）制御部１０１は、ステップＳ７０２の処理で取得した、接続要求
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メッセージを送信した映像受信装置２００のＭＡＣアドレスが、ＲＯＭ１０２が記憶する
接続装置リストに含まれているか否かを判定する。接続要求メッセージを送信した映像受
信装置２００のＭＡＣアドレスが接続装置リストに含まれていると制御部１０１が判定し
た場合にはステップＳ７０５の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ７０７の処理
に進む。
【００８７】
　（ステップＳ７０５）制御部１０１は、ステップＳ７０２の処理で取得したＥＤＩＤ更
新フラグは「１」であるか否か（セットされているか否か）を判定する。ＥＤＩＤ更新フ
ラグは「１」であると制御部１０１が判定した場合にはステップＳ７０７の処理に進み、
それ以外の場合にはステップＳ７０６の処理に進む。
　ステップＳ７０６～ステップＳ７２２の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ３
０６～ステップＳ３２１の処理と同様の処理である。
【００８８】
　なお、特許請求の範囲に記載の通信ステップは、例えばステップＳ７０２，Ｓ７０３，
Ｓ７２２の処理に相当する。また、特許請求の範囲に記載の画像変更ステップは、例えば
ステップＳ７１２，Ｓ７２１の処理に相当する。また、特許請求の範囲に記載の記憶ステ
ップは、例えばステップＳ７０７～Ｓ７０９，Ｓ７１８，Ｓ７２０の処理に相当する。ま
た、特許請求の範囲に記載の制御ステップは、例えばステップＳ７０４～Ｓ７０６，Ｓ７
１３の処理に相当する。また、本発明において、例えば、図７のステップＳ７０２～Ｓ７
０９，Ｓ７１２，Ｓ７１３，Ｓ７１８，Ｓ７２０～Ｓ７２２の処理は必須の構成要件であ
る。
【００８９】
　次に、映像送信装置２００の動作について説明する。図８は、本実施形態における映像
受信装置２００の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ８０１）制御部１０１は、映像受信装置２００の電源が投入された場合、
映像受信装置２００が備える各部を初期化する。その後、ステップＳ８０２の処理に進む
。
【００９０】
　（ステップＳ８０２）映像受信装置２００のユーザーは、映像受信装置２００と接続す
る映像送信装置１００を選択する場合、操作部２０７を操作して接続する映像受信装置２
００の選択指示を入力する。制御部２０１は、操作部２０７が選択指示の入力を受け付け
たか否かを判定する。選択指示の入力を受け付けたと制御部２０１が判定した場合にはス
テップＳ８０３の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ８０２の処理を再度実行す
る。
【００９１】
　（ステップＳ８０３）制御部２０１は、ステップＳ８０２の処理で選択された映像送信
装置１００との無線接続が切断された後、映像受信装置２００に接続されているモニター
部２１０のＥＤＩＤが変更されたか否かを判定する。ステップＳ８０２の処理で選択され
た映像送信装置１００との無線接続が切断された後、映像受信装置２００に接続されてい
るモニター部２１０のＥＤＩＤが変更されたと制御部２０１が判定した場合にはステップ
Ｓ８０４の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ８０５の処理に進む。また、ステ
ップＳ８０２の処理で選択された映像送信装置１００に初めて接続する場合もステップＳ
８０５の処理に進む。
【００９２】
　（ステップＳ８０４）制御部２０１は、ステップＳ８０２の処理で選択された映像送信
装置１００のＭＡＣアドレスと装置名と、ＥＤＩＤ変更フラグ「１」とを関連付けて、Ｒ
ＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストに記憶させる。なお、既に、ＲＯＭ２０２が記
憶するＥＤＩＤ変更リストに、ステップＳ８０２の処理で選択された映像送信装置１００
のＭＡＣアドレスと装置名とが記憶されている場合、このＭＡＣアドレスに関連付けられ
ているＥＤＩＤ更新フラグを「１」とする。その後、ステップＳ８０５の処理に進む。
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【００９３】
　ステップＳ８０５～ステップＳ８０８の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ４
０３～ステップＳ４０６の処理と同様の処理である。
　（ステップＳ８０９）無線通信回路部２０４は、映像送信装置１００からＥＤＩＤ要求
メッセージが送信された場合、このＥＤＩＤ要求メッセージを受信する。制御部２０１は
、映像送信装置１００から送信されるＥＤＩＤ要求メッセージを無線通信回路部２０４が
受信したか否かを判定する。ＥＤＩＤ要求メッセージを受信したと制御部２０１が判定し
た場合にはステップＳ８１０の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ８１２の処理
に進む。
【００９４】
　（ステップＳ８１０）制御部２０１は、モニター部２１０が備えるＥＤＩＤ記憶部２１
１から、モニター部２１０のＥＤＩＤを読み出す。そして、制御部２０１は、無線通信回
路部２０４を介して、モニター部２１０のＥＤＩＤを映像送信装置１００に対して送信す
る。その後、ステップＳ８１１の処理に進む。
　（ステップＳ８１１）制御部２０１は、ＲＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストに
記録されている、ステップＳ８０２の処理で選択された映像送信装置１００のＭＡＣアド
レスと装置名とに関連付けられているＥＤＩＤ更新フラグを「０」とする。その後、ステ
ップＳ８１５の処理に進む。
　ステップＳ８１２～ステップＳ８２１の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ４
０３～ステップＳ４０６の処理と同様の処理である。
【００９５】
　上述した通り、本実施形態によれば、映像送信装置１００との無線接続が切断された後
、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが変更された場合、
映像受信装置２００の制御部２０１は、この映像送信装置１００を一意に特定するＭＡＣ
アドレスと装置名と、ＥＤＩＤ変更フラグ「１」とを関連付けてＲＯＭ２０２が記憶する
ＥＤＩＤ変更リストに記憶させる。また、ＲＯＭ２０２が記憶するＥＤＩＤ変更リストに
、ＥＤＩＤ変更フラグ「１」と関連付けて記憶されているＭＡＣアドレスで一意に特定さ
れる映像送信装置１００と映像受信装置２００とが再度無線接続を確立し、この映像送信
装置１００に対してＥＤＩＤを送信した場合、制御部２０１は、このＥＤＩＤ変更フラグ
を「０」に変更する。これにより、ＥＤＩＤ変更フラグを参照することで、映像受信装置
２００と映像送信装置１００とが通信接続を確立した後、接続を切断し、再度通信接続を
確立するまでに、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩＤが変
更されたか否かを判定することができる。
【００９６】
　また、映像送信装置１００は、映像受信装置２００からＥＤＩＤ変更フラグを受信し、
ＥＤＩＤ更新フラグが「１」、すなわち、通信接続を確立した後、接続を切断し、再度通
信接続を確立するまでに、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤ
ＩＤが変更されたか否かを判定する。そして、通信接続を確立した後、接続を切断し、再
度通信接続を確立するまでに、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０の
ＥＤＩＤが変更されたと判定した場合、映像送信装置１００は、映像受信装置２００から
再度ＥＤＩＤを取得する。これにより、通信接続を確立した後、接続を切断し、再度通信
接続を確立するまでに、映像受信装置２００に接続されているモニター部２１０のＥＤＩ
Ｄが変更された場合においても、映像送信装置１００は、映像受信装置２００に接続され
ているモニター部２１０が再生することが可能な形式の映像データを送信することができ
る。
【００９７】
　以上、この発明の第１の実施形態および第２の実施形態について図面を参照して詳述し
てきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱
しない範囲の設計等も含まれる。
【００９８】
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　例えば、上述した実施形態では、映像受信装置２００が映像送信装置１００に対して接
続要求メッセージを送信し、映像送信装置１００が接続要求メッセージに対する接続要求
応答メッセージを映像受信装置２００に対して送信することで、映像送信装置１００と映
像受信装置２００とは無線通信接続を確立しているが、これに限らない。例えば、映像送
信装置１００が映像受信装置２００に対して接続要求メッセージを送信し、映像受信装置
２００が接続要求メッセージに対する接続要求応答メッセージを映像送信装置１００に対
して送信することで、映像送信装置１００と映像受信装置２００とが無線通信接続を確立
するようにしてもよい。
【００９９】
　なお、上述した映像送信装置１００が備える各部の機能全体あるいはその一部、映像受
信装置２００が備える各部の機能全体あるいはその一部は、これらの機能を実現するため
のプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録さ
れたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても
良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェ
アを含むものとする。
【０１００】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と
は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信
する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合の
サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時
刻プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能
の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ
ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００・・・映像送信装置、１０１，２０１・・・制御部、１０２，２０２・・・ＲＯ
Ｍ、１０３，２０３・・・ＲＡＭ、１０４，２０４・・・無線通信回路部、１０５，２０
５・・・アンテナ、１０６，２０６・・・映像信号処理部、１０７，２０７・・・操作部
、２００・・・映像受信装置、１１０・・・映像データ供給装置、２１０・・・モニター
部、２１１・・・ＥＤＩＤ記憶部
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